
大和市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年１２月１３日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第５０号 

大和市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則 

大和市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則（平成１９年大和市規則第２８号）の一部を

次のように改正する。 

別表支給額の欄を次のように改める。 

支給額 

１５５，０００円 

１５３，３００円 

１５１，７００円 

１５０，０００円 

１４８，４００円 

１４６，７００円 

１４０，７００円 

１３４，０００円 

１２７，２００円 

１２０，５００円 

１１３，７００円 

１０５，２００円 

９６，７００円 

８８，２００円 

７９，７００円 

７１，０００円 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は令和６年４月１日から

適用する。 


